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サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者

①利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的な

サービスの内容等を記載した居宅介護計画、重度訪問介護計画

（以下「居宅介護計画等」といいます。）を作成し、利用者等

及びそのご家族にその内容を説明し、その計画書を交付しま

す。

②居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて変更を

行います。

③利用の申込みに係る調整や従業者に対する技術指導等を行い

ます。

常勤職員

2名

非常勤

1名

介
護
員

①居宅介護計画等に基づきサービスを提供します。

②サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状

況等について、サービス提供責任者に報告を行います。

常勤職員

16 名

非常勤

7名

３サービスの主たる対象者について

居宅介護 身体障害者

重度訪問介護 身体障害者

４提供するサービスの内容と料金及び利用者負担額について

（１）提供するサービスの内容について

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容

居宅介護計画等の作成

利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に

応じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画等を作成し、必

要に応じて見直しを行います。

身
体
介
護

食事介助 食事の介助を行います。

排せつ介助 排せつの介助、おむつ交換を行います。

入浴介助・清拭 衣服着脱、入浴の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪などを行います。

その他
褥瘡（床ずれ）防止等のために体位変換や洗顔、歯磨き等の日常生

活を営むために必要な身体介護を行います。

家
事
援
助

調理 利用者の食事の用意を行います。

洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。

掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。

その他
利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。

預貯金の引き出し、預け入れは行いません。

通院等介助

通院等又は官公署並びに相談支援事業所への移動(公的手続き又は

障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る)

のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続


